
船舶事故等調査報告書 

平成２４年２月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１１広第１０４号 

事故等種類 漁網損傷 

発生日時 平成２３年５月２０日 １９時４５分ごろ 

発生場所 香川県多度津町 多度津港北東約１.５海里沖 

（概位 不明） 

事故等調査の経過  平成２３年６月１０日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 きんせい、１９９トン 

   １３４５２６、個人所有 

Ｂ 漁船 第１１八千代
や ち よ

丸、１２.５８トン 

   ＫＡ２－１２３４（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、六級海技士（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型船舶操縦士 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 漁網全損 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａほか２人が乗り組み、鋼材パイプ約３５０ｔを積載し、

船首約１.９ｍ、船尾約３.０ｍの喫水で多度津港沖を手動操舵により約３

～４ノットの対地速力で北東進中、船長Ａが、レーダーや目視によりＢ船

を認めていたが、流し網の存在には気付かずに航行し、流し網に接触する

直前に後進をかけたが、そのまま網に接触した。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか１人が乗り組み、赤色の全周灯を表示して多度津港

北東沖で漂泊し、さわら流し網漁の操業中であった。 

 船長Ｂは、流し網の北端の約２０ｍ沖で網の監視をしていたとき、Ａ船

を視認したが、当時の操業場所は余り航行船がいないところなので、接近

してくることはないものと思い、見張りを行っていなかったところ、Ａ船

が流し網に接近していることに気付いたものの、なにもできず、平成２３

年５月２０日１９時４５分ごろＡ船がＢ船の流し網の上を航行して損傷し

た。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西、風力 １、波高 約０.３ｍ 

海象：潮汐 下げ潮の末期 

日没：１９時０３分 

 その他の事項  Ｂ船は、海面下約１ｍに南北へ拡げた全長約９００ｍの流し網を潮流に

乗せて流し、北端のブイに赤色の点滅灯を、南端のブイに緑色の点滅灯を

点灯していた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

Ａ船は北東進中、Ｂ船は漂泊してさわら流し網

漁の操業中、多度津港北東沖において、Ａ船とＢ



船の流し網が接触し、同網が損傷したものと考え

られる。 

 船長Ａは、レーダーや目視によりＢ船を認めて

いたが、適切な見張りを行っていなかったことか

ら、流し網には接触直前まで気付いていなかった

可能性があると考えられる。 

 船長Ｂは、流し網の付近で監視を行っていた

が、付近を航行する船舶はいないものと思い込

み、見張りを行っていなかったことから、接触直

前までＡ船に気付かなかった可能性があると考え

られる。 

原因 本事故は、夜間、多度津港北東沖において、Ａ船が北東進中、Ｂ船が漂

泊してさわら流し網漁の操業中、船長Ａが適切な見張りを行っておらず、

また、船長Ｂが見張りを行っていなかったため、Ａ船とＢ船の流し網が接

触したことにより発生した可能性があると考えられる。 

 




